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(財) 暴力追放青森県民会議
最近､ 全国的に暴力団､ エセ右翼､ エセ同和等反社会的勢力から業界紙､ 図書等注文もしないのに送られ､
代金の請求をされるケースが多くなっています｡
特定商取引に関する法律第59条では ｢商品が届いた日から14日又は消費者がその商品の引き取りを業者に

請求した日から７日を経過するまでに業者が引き取りに来ない場合は､ 業者はその商品の返還を請求できな
い｡｣ と定められていますので､ 処分できることになります｡ しかし､ 相手が相手ですから後日の紛争防止
のために次のような対応方法がベターです｡
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購入するのも断るのも自由です｡ 買いたくなければきっぱりと ｢いりません｣ 等と断ることです｡ 理由
を言う必要はありません｡
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① 開封していない場合､ 宛名の欄に ｢受取拒否｣ と付箋で朱書して配達人へ返戻する｡
② 家人不在時に配達された場合には､ ｢受取拒否｣ と付箋で朱書して郵便局かポスト投函か配達宅配業
者へ返戻する｡
③ 開封した場合には､ 購読拒否の意思表示を明確にした上で書留郵便物で返送する｡
内容証明郵便物で通知する方法もあります｡
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｢私どもは情報誌○○○○を注文した事実もなく､ 購読する意思もありませんので､ 送付された情報誌
を返送します｡ 今後も購読する意思がないので送付しないでください｡｣

問い合わせ先 青森市新町２－２－７ 青銀新町ビル４Ｆ
(財) 暴力追放青森県民会議 017－723－6250

国民年金は､ 国が責任をもって運営する公的年金制度です｡
日本国内に住所を有する二十歳から六十歳までの人は､ 国民年金に加入して保険料を納付する義務があり､
老後等に年金を受け取る権利があります｡ 自営業者､ 学生などは第一号被保険者に､ サラリーマン､ 公務員
は厚生年金や共済組合に加入すると同時に第二号被保険者に､ 第二号被保険者に扶養されている配偶者は第
三号被保険者になります｡
国民年金などの公的年金は､ やがて必ず訪れる長い老後の収入を国が約束してくれる年金制度です｡
また､ 国民年金は､ 老後の所得保障だけではなく､ 病気やけがで重い障害が残ったり､ 十八歳未満の子を

残して､ 父親が亡くなったときにも年金を支給し､ 思いがけない人生の ｢万一｣ もサポートします｡
加入手続きは､ 第一号被保険者は市区町村役場で､ 第三号被保険者は配偶者の勤務先などを経由して行い

ます｡ 第二号被保険者は厚生年金保険などの加入手続きにあわせて行いますので､ 個別の手続きは必要あり
ません｡
第一号被保険者となる方は､ 二十歳になったら忘れずに加入手続きをしてください｡
なお､ 学生である場合など､ 収入が少ないために国民年金保険料の納付ができない場合は､ 申請により保

険料の納付が猶予・免除となる ｢学生納付特例制度｣ ｢若年者納付猶予制度｣ ｢保険料免除・一部納付 (免除)
制度｣ があります｡ この申請を行わないまま､ 国民年金保険料が未納となっていると､ 万一のときに障害年
金が受け取れないなど思わぬ事態を招きますのでご注意ください｡

�!"#$%� & '()*$+,-./�0�012�

��� !"#	
$�%
青森県ではインターネットで法人県民税・法人事

業税の申告ができる電子申告サービスを行っていま
す｡
電子申告を利用するとこんなメリットがあります｡
①オフィスや自宅のパソコンから申告できるので
窓口に出向く必要がありません｡
②複数の地方公共団体への申告がまとめて一度に
できます｡
詳しくは､ ｅＬＴＡＸホームページ

(http://www.eltax.jp/) をご覧下さい｡
五所川原県税事務所 課税課

0173－34－2111 内線208
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※県内で働くすべての労働者に適用される青森県最
低賃金は時間額610円です｡
※最低賃金に関するお問合せ先

青森労働局賃金室 �017－734－4114
又は最寄りの労働基準監督署まで

※ 詳細は青森労働局のホームページ (http://www.
aomori.plb.go.jp/) でもご覧いただけます｡

◇日 時 ２月４日 (日) 午後１：00～２：30
◇場 所 中泊町総合文化センター ｢パルナス｣
説明概要
１ 操縦者法に基づく遵守事項違反 (点数と行政
処分) について

２ 操縦者法に基づく試験問題 (学科・実技) 解
説と合格基準について

３ 旧４級・５級免許取得者プロモーションシス
テムに依り実技免除の１級資格取得について

４ 15歳９ヶ月から受けられる免許資格について
◇申 込 参加希望者は､ ２月２日 (金) までに下

記までお申込ください｡
問合せ先
〒998－0005 山形県酒田市宮海中砂畑27－９

マリンライセンス教育センター
�0234－35－1730 担当 佐藤

国民年金・厚生年金・共済組合などの老齢年金や退職によって受ける年金は､ 所得税法で雑所得とされて
所得税の課税対象となります｡ このうち国民年金､ 厚生年金に関する源泉徴収票は一月末頃までに社会保険
庁から送付されます (障害年金や遺族年金を受給されている方へは非課税のため送付されません)｡
複数の年金を受けていたり年金以外の所得のある方は､ 確定申告が必要となります｡ それ以外にも医療費

等の控除を受ける方はこの源泉徴収票を税務署へ提出することになります｡
詳しくはお近くの社会保険事務所にお問い合わせください｡
なお､ 源泉徴収票の再発行に関して 『ねんきんダイヤル ０５７０－０７－１１６５』 へもお問い合わせ

できます｡

金木病院では､ １月より内科の常勤医師が１名となるため､ 救急車の受入がで

きなくなりますのでお知らせします｡

なお､ 夜間及び休日 (時間外) 診療は､ いままでどおり受け付けています｡

問合せ先 公立金木病院 �53－3111

110番は､ 警察への緊急通報用電話番号で､ 交通事故や泥棒､ ケンカな
ど緊急に通報しなければならない場合に利用します｡
●110番は､ 県内どこからかけても､ 青森市の警察本部につながります｡
●110番は､ 受理と同時に無線で連絡し､ 警察官が現場に急行します｡
110番の警察官に聞かれたことに落ち着いて簡潔に答えて下さい｡
また､ 警察では､ 耳や言葉に障害をお持ちの方から､ メールやファッ

クスでも110番通報を受付ています｡
メールアドレスは､ apmail－110＠chive.ocn.ne.jp (全て半角小文字､
通信料金がかかります｡)
ファックス110番は､ ＦＡＸ番号017－722－0110ですのでご利用ください｡
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鉄 鋼 業 730円 平成18年12月21日

電気機械器具､ 情報通信機械器
具､ 電子部品､ デバイス製造業 672円 平成18年12月21日

各 種 商 品 小 売 業 667円 平成18年12月21日

自 動 車 小 売 業 705円 平成18年12月21日


